
【加入施設 事務処理の流れについて】（詳細は事務手引きｐ18、19 をご参照ください） 

随時：各届出書類の提出 

毎月：２５日前後 社協から発送する「負担金・掛金明細書」を参照し、職員の加入・休職・復職・退職等の手続きが適切に行われているか確認する 
  （出し忘れの届出がございましたら、速やかにご提出の程よろしくお願いいたします） 
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【社協 事務処理の流れについて】 

４月 

★の書類を〆切→入力する 

＜中旬＞下記の書類を発送 

①「施設負担金累計額一覧表加入者明細」 

②「加入者別退職給付引当金要支給額一覧表」 

③「前年度後期負担金・掛金請求書」 

 

 

４月 … 前年度会計処理必要書類着 

＜上旬＞★２月、３月の明細書記載期日までに 

前年度の各種届を提出 

＜中旬＞下記①②書類を参照し前年度会計処理 

    ③の金額を５月末までに振込 

 

前年度後期掛金振込期間 

９月 

＜上旬＞ 

「施設負担金・個人掛金変更調書」発送 

＜下旬＞ 

「施設負担金・個人掛金変更調書」〆切確認 

 

 

９月 … 年間給与額改定 

＜上旬～中旬＞ 

届いた「施設負担金・個人掛金変更調書」に 

当年１０月１日現在の「本俸改定月額」「職名」を 

記入し、期日までに提出 

※年１回の給与額改定を１０月に行います 

 
当年度前期掛金振込期間 

１０月 

＜上旬＞ 

届いた「負担金・掛金決定通知書」に間

違いがないか確認→万が一間違いがある

場合社協に訂正依頼要 

 

１１月 

＜上旬＞「前年度後期負担金・掛金請求書」

を発送 

 

 

 

３月 

年度内で手続きが済んでいない届出はご

ざいませんか？決算処理と掛金請求にも

関わりますので今一度ご確認ください。 

 

 

10 月 

＜上旬＞ 

「負担金・掛金決定通知書」発送 

掛金訂正受付 

 

 

 


